
 

 

 各町内会ごとに「リサイクル推進員」を配置しています。ごみの

出し方などでわからないことは、お気軽にお尋ねください。 

 

◎リサイクル推進員の任務 

 ① 地域住民へのごみの分別指導 

 ② 地域のごみステーションの監視指導 

 ③ 地域内におけるごみの不法投棄の通報など 

 

※ リサイクル推進員の氏名などは、市役所環境衛生係へお問い

合わせください。 

※ 分別していないために、残されたごみは、ごみを出したかたが

責任を持って再分別を行ってください。残されたごみの後片付

けはリサイクル推進員の業務ではありません。 

 

 

市では、５人以上のグループを対象

として、ごみの分別収集に関する詳し

い説明を希望するかたに、個々にお伺

いして出前説明会を開催しています。 

 説明会を希望される場合は、市役所

環境衛生係までお申込みください。  

 

 ごみステーションから、新聞やペットボトルなどの資源ごみを持ち去

る人がいるとの通報があります。 

みなさんが分別して出した資源ごみの一部は、芦別市が売り払い

をして市の収入にし、ごみ処理に必要な経費に充てていますので、

資源ごみを持ち去ると市の収入が減ってしまい損害を受けるほか、

市民と市が一体となって進めてきたリサイクルのルールを壊してしま

うものですので、資源ごみの持ち去りはやめましょう。 


